
広 報 さ い 平成 年 月号

月 【事 件】なし 【事 故】物損事故 件

期間
平成 年 月 日（火）から 月 日（金）までの 日間

運動の重点
子どもと高齢者の交通事故防止
自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
飲酒・暴走運転の根絶

重点内容
月、 月は、夏休み期間中の子どもが被害に遭う交通事故、レジャーや夏祭りに伴う飲

酒・暴走運転などによる交通事故の発生が懸念されます。
ドライバーのみなさんはもちろん、自転車利用者や歩行者のみなさんも交通ルールを守り、

交通事故を起こさないよう、また、遭わないように注意しましょう。

自転車の交通事故を減らすため道路交通法が一部改正さ
れ、平成 年 月から酒酔い運転や信号無視などの危険な違
反行為を繰り返す自転車運転者に、安全講習の受講が義務付
けられました。（受講命令違反… 万円以下の罰金）
【対象となる主な違反行為】
右側通行（逆走）などの通行区分違反、一時停止違反、路

側帯通行時の歩行者の通行妨害などです。


